
清涼飲料水等自動販売機設置者公募要綱 
 
１ 目的 
 
   清涼飲料水等自動販売機の設置者を募集し、競争原理を採用することにより

健全な財政基盤となる収入を確保する。 
 
２ 物件 
   所在地：三木市上の丸町１０－３０ 
       三木市役所 ３階みっきぃホール TV コーナー側② 
       （別添の設置箇所図参照） 
 
３ 設置者 
 
   次の各号のいずれにも該当しない者であること。 

 (１)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に基づ

く入札参加の資格制限に該当する者。 

 (２)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始の申

立てがされている者。（ただし、再生手続開始後又は再生計画の認可決定後の

者を除く。） 

 (３)三木市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号）に規定する暴力団、暴力団

員または暴力団密接関係者に該当する者。 

 

４ 応募申込等 
 
   設置希望者は設置計画書を提出し、三木市が定める最低使用料以上で、最高

の価格提示を行った者を設置者とする。 
 
５ 自動販売機の設置条件等 
 

(１) 使用料等 
 

① 設置者の施設使用形態 
設置者は、三木市公有財産取扱規則第１６条の規定に基づき、行政財産

の許可を受けて使用すること。 
 

② 使用料 
三木市が定める最低使用料（１８，６００円/年）以上で価格提示のあ



った価格をもって使用料とする。 
最低使用料は、消費税率の改定、その他の理由により市が必要と認めた

ときは許可期間内であっても改定するものとする。 
 
③ 使用許可の期間 

使用許可の期間は、許可の日から令和１１年３月３１日までとする。 
ただし、期限満了後は、再募集する。 

 
④ その他必要経費等 

 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、維持管理にかかる一切の費

用、自動販売機の運転に必要な電気料金は、設置者負担とする。 
届出のあった自動販売機の電気料金については、子メーター(計量法(平

成４年法律第５１号)に基づく検査に合格した有効期間内のものに限る)を
設置する場合は、指示値により計測した使用量をもとに、自動販売機を設

置した施設全体の電気料金から算出した額とする。使用量の測定は設置者

が行い、毎月の使用量が分かるように三木市に提出すること。毎月の使用

量の測定頻度は、厳密に定めないが、おおよそ３０日程度とする。なお、

子メーターの管理についても設置者負担とする。 
子メーターを設置しない場合は、別紙に定める定格消費電力に応じて算

出した区分別電気料金を負担すること。別紙に定める電気料金は、電気料

金の改定、消費税率の改定、その他の理由により市が必要と認めたときは

許可期間内であっても改定するものとする。 
設置場所付近に電源用コンセントが無い場合は、施設管理者との協議に

より設置者負担にて電気工事を施工すること。（この時、当該設備は三木

市へ帰属するものとする。） 
電気料金の支払い頻度については、双方協議のうえ、決定する。 

 
（２） 使用上の制限 
 

① 自動販売機の設置箇所・大きさ及び台数は、施設管理者において決定する。 
 

② 販売品目は、原則として飲料品とし、ビン・缶・ペットボトル等密閉型の

ものとする。（酒類の販売はできない。） 
 

③ 販売品に係る空き缶等廃棄物の処理も含めて、販売機周辺は常に清潔にす

ること。 
 

④ 値段表示を除く照明は、消灯し稼働すること。 
 



（３） 維持管理の責任 
 

① 商品補充、金銭管理などの自動販売機の維持管理については、設置者が行

うこと。 
 
② 自動販売機横に１個以上の回収用ボックスを設置するとともに設置者の

責任で適切に回収・処分すること。 
 

③ 自動販売機を設置するにあたっては、地震等による転倒を防止する安全対

策を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙） 
 区分別電気料金表 
 

定格消費電力 電気料金（円/年） 

100W未満 36,000 

100W以上200W未満 45,000 

200W以上300W未満 54,000 

300W以上400W未満 64,000 

400W以上500W未満 73,000 

500W以上600W未満 82,000 

600W以上700W未満 91,000 

700W以上800W未満 100,000 

800W以上900W未満 110,000 

900W以上1000W未満 119,000 

1000W以上1100W未満 128,000 

1100W以上1200W未満 137,000 

 
  ※上記区分にない定格消費電力の機器を設置する場合は、別途定めるものと

する。 



（設置計画書） 
設置場所  

施設名  

自動販売機の種別 従来型 

自動販売機の仕様 形式名  

 販売種類          種類 

 収容本数          本 

 外形寸法 高さ    ×幅    ×奥行 

 電源          Ｖ 

 定格消費電力          Ｗ 

 製品質量          ㎏ 

 その他  

年間使用料金              円 
誓約内容 ○自動販売機の運転に必要な電気料金について、三木市が算出した

金額を負担します。 
○電源用コンセントを設置するための電気工事は、全て当方負担に

て施工し、その設備は三木市へ帰属します。 
○市より提出書類の指示があった場合は、遅滞無く提出します。 

 
          提出者 事務所の所在 
 
              法人名 
 
              代表者               ㊞ 


